
 
 

令和 2 年 7 月 5 日 

令和 2 年度 GT 自治会（第 4 回）定例会議事録 

 
日時  令和 2 年 7 月 5 日（日）17：00～19：10 
場所  GT 集会室 
出席者 敬称略 

会長 23-1 情野 副会長 13-2 原 会計 10-5 伊藤 事務局 4-6 中原 事務局 17-1 佐野 

保健 12-3 水庫 消費 22-3 上野 健康 26-5 若島 環境 3-3 田沼 防災 8-6 熊谷 

管理組合副理事長 25-3 真島 

 

1. 管理組合との協議 

（1）AED 並びに自動販売機導入についての説明（管理組合真島副理事長） 

自治会部より AED 導入の提案を受け、5 月の自治会部定例会で AED 付き飲料自動販

売機の資料を受け取り検討した結果、 

① 自治会提出資料の自動販売機メーカーの設置条件の売上基準を満たすのは難

しい 

② 自治会は民間からの収益を受け取れない。収益は管理組合の雑収入となる 

などの理由により、自治会部で AED 付き飲料自販機を導入することはできないと判

断した。 

飲料自販機の導入については、その後住民へのアンケート調査を実施し、回答 106

世帯のうち 88 世帯の賛成が得られたため、管理組合で導入を決定した。 

7/8（水）アサヒ飲料の自動販売機を設置する予定。 

 

自治会としては、自動販売機はあくまでも AED を導入するための手段であり、自動

販売機自体の設置が目的ではないので、今後は AED 本体の買い取り、あるいはリー

スでの導入も選択肢に入れ、再検討することとした。 

 

（2）表札について 

管理組合の実施事項であると回答を受けたが、入居時に表札がなかった住戸には基本的

に管理組合で用意するべきではという質問についての回答がなかった。その点について

今後の回答を依頼した。 

 

2．活動報告 

（1）会議等 

  ・6/18（木）栄防犯協会総会出席（情野会長） 

  ・6/27（土）本中連 6 月度定例会出席（情野会長・熊谷理事） 



 
 

・6/17（水）消費生活推進員 6 月度定例会出席（上野理事） 

・環境事業推進員 6 月協議会 延期（田沼理事） 

 

（2）その他 

・6/18（木）備蓄用アルファ米購入（熊谷理事） 

・6/19（金）草刈り用飲み物調達（伊藤理事） 

・6/20（土）公園愛護会からスポーツドリンク受け取り（情野会長） 

      草刈り参加者の飲み物として提供 

 

3. 議事 

（1）ＧＴホームページにおける自治会回覧板の掲載とメルマガ登録について（上野理事） 

  ・伝達体制は①従来の回覧板、②電子メールと回覧板の併用、③電子メールのみの

いずれかを選択でき、登録後の変更も可能。 

  ・管理システムへのアドミニ権限（管理者権限）は、レンタルサーバー管理担当の

山下委員のみ。 

  ・電子メール通知システムの確認のためトライアル期間を設ける。 

   メール通知登録のご案内配布～2020 年 8 月末（予定） 

   トライアル期間終了後、登録者へ正式な案内を出す。 

  ・課題としては、毎月【回覧板のみ⇔電子メール通知のみ】の切替があった住戸の

確認作業が必要。 

   翌年以降も継続して自治会理事の中にメルマガ担当者（1～2 名）が必要。 

（2）10/18（日）予定の防災・安否確認実施後の芋煮会について、新型コロナウィルス

感染症の状況下での開催は見送り。 

（3）備蓄・食料補充費と什器・備品費について 

   アルファ米購入費は備蓄・食料補充費の予算を充てる。 

   布製担架は什器・備品費から支出する。 

（4） ＧＴ祭費用の使途について、年度末までに検討。 

 

4. その他 

（1）7/5（日）草刈り実施 

参加ご協力くださいました皆様、ありがとうございました。 

反省点、次年度申し送り事項としては以下の点があった。 

・雨天中止が明らかな場合でも拡声器の使用リハーサルを兼ねて、周知を行った方が

よい。 

・終了後公園内で喫煙している人が見受けられたが、周囲には草刈り機用のガソリン



 
 

もあり危険。注意喚起が必要。 

・管理組合所有の草刈り機は歯が古くなっており、自治会で購入検討。今回は個人所

有のものを持ち寄ってもらった。 

・大型クーラーボックスの排水栓が所在不明。昨年度理事に問い合わせる。 

（2）7 月予定の本中連のグリーンテラス本郷台自治会訪問延期、再検討 

（3）10/4（日）予定の敬老のつどいは中止 

（4）11/15（日）候補日のミニリンピックは、10/4（日）を第 2 候補日とする。 

   開催可否の決定は 7/20（月）…11/7（日）開催予定の栄区区民まつりを中止した

場合、ミニリンピックも中止へ（7/20 区民まつり実行委員会の結果待ち） 

（5）今年度、消費生活推進員の上野理事が書記担当となったが、任期が 2 年となる。行

政関連委員の任期は 2 年間の場合が多く、ＧＴ自治会理事の 1 年任期との差をど

う扱うか検討が必要と思われる。 

 

 

 

※次回定例会 8 月 2 日（日）18:00～ 集会室 


